
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人の弁護人鍛治利一の上告趣意について。

　原審大阪高等裁判所第六刑事部裁判所書記官Ａ及び裁判長判事Ｂの昭和二六年一

一月二〇日附始末書によれば、本件記録中一冊が紛失し、被告人に対する原判決謄

本並びに後記Ｃその他に対する逮捕手続書を除く被告人に対する一切の書類殊に原

審における各公判調書原本並びに第一、二審判決原本はすべて存在しないこと所論

のとおりである。

　しかし本件では、被告人に対し昭和二三年一二月一五日原判決謄本記載の犯罪事

実と同一の公訴事実について神戸地方裁判所豊岡支部に公訴が提起されたことは、

昭和二六年七月一六日附神戸地方検察庁豊岡支部検事Ｄのその旨の証明書、右検事

Ｄが神戸地方検察庁検事正に対する被告人の関税法違反事件につき昭和二三年一二

月一五日公判請求をした旨の報告書、及び弁護人の謄写記録中に存する右公判請求

書の写に徴して明らかであり、右被告事件については神戸地方裁判所豊岡支部にお

いて、昭和二三年一二月二八日有罪の第一審判決の言渡があり、被告人から控訴の

申立があつて事件が原審大阪高等裁判所に係属し、同裁判所第六刑事部においてこ

れが審理を担当するに至つたことは、いずれもその旨の記載のある前記裁判所書記

官Ａ及び裁判長判事Ｂの始末書並びに原判決謄本の存在及び後記の如くその後右事

件は同刑事部において当事者間に異議なく審理がなされた事実に徴しこれを認める

ことができる。

　よつて按ずるに、公判期日における訴訟手続は、公判調書のみによつて証明する

ことができることは旧刑訴六四条の規定するところである。しかし本件のようにそ

の公判調書がすべて紛失して存在しない場合においては、公判期日における訴訟手
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続でもそれが適法に行われたか否かについては、公判調書以外の証明方法により証

明することが許されるものと解し、上告裁判所は、訴訟関係人のこの点に関する証

明により、若しくは、上告裁判所自ら旧刑訴四三五条によつてこの点に関し事実の

取調をした上で、その訴訟手続が適法に行われたか否かを認定することを得るもの

といわなければならない。然るに本件においては原審大阪高等裁判所第六刑事部裁

判所書記官補Ｅ作成の昭和二五年三月一三日附証明書三通（記録第三冊第一丁、第

二丁及び第二〇丁）が存在し、これと当裁判所が職権により、事実の取調として為

した照会に対する弁護士藤田三郎（原審における被告人の弁護人）の昭和二九年三

月五日附回答書、並びに右回答書に添えて、同弁護士の提出した「Ｆに対する関税

法違反Ｇ法律事務所」と題する弁護資料一綴、同じく当裁判所の照会に対する弁護

士井関安治（原審における公判立会検事）の同年三月六日附回答書及び原判決謄本

を綜合すれば、被告人に対する関税法違反被告事件については、原審大阪高等裁判

所第六刑事部は昭和二四年三月八日裁判長判事Ｈ、判事Ｉ、判事Ｊ　裁判所書記Ｅ

が列席して同刑事部の公開の法廷で公判を開き、検事Ｋがこれに立会い、被告人及

びその弁護人藤田三郎が出頭し、公判審理の手続を施行し審理を終結し判決宣告の

期日を同月二二日に指定した事実、及び同月二二日前記刑事部の公開の法廷で、裁

判長判事Ｂ、判事Ｊ、判事Ｈ、裁判所書記Ｅが列席し、検事Ｋ立会のもとに被告人

出頭の上、原判決謄本と同一内容の判決が言渡され、即日被告人から上告の申立が

なされたことを認めることができる。そして、前記弁護士藤田三郎の回答書中の「

本件については、昭和二三年（二三年とあるは二四年の誤記と認める）三月八日の

第一回公判期日に於て事実の審理行われ、被告人犯行を認め、検事より有罪意見を

陳述して懲役一年の求刑があり、弁護人より情状論を陳述して刑執行猶予を悃願し

た。同日の公判手続についてはいずれも適法に行われ違法と見るべきものはなく、

又原判決謄本において被告人の犯罪事実認定の資料として挙示されている各証拠の
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証拠調手続もすべて適法に行われ違法と見るべきものはない。第二審判決に対して

は被告人から即日上告の申立をしたように思う。」　との記載、及び前記弁護士Ｋ

の回答書中の「本件に対する昭和二四年三月八日の公判期日における公判審理の手

続はすべて適法に行われ、各証拠の取調手続もすべて適法に行われた。被告人は事

実について争わず、弁護人は情状について弁論し、被告人に対する第二審判決の言

渡手続も亦適法に行われた。」　との記載に徹すれば、前記大阪高等裁判所第六刑

事部における前記三月八日の第一回公判期日における訴訟手続はすべて旧刑訴法所

定の順序に従い且つ当事者からその手続の適否を争われることもなく履践されて審

理を終り、同月二二日の第二回公判期日において判決言渡手続の適否を争われるこ

となく第二審判決の言渡がなされたものと認め得べく、従つて、原審における公判

期日の公判審理に関するすべての訴訟手続、殊に原判決謄本において被告人の犯罪

事実認定の資料として挙示されている各証拠の証拠調手続は、いずれも適法に行わ

れ且つ原判決も亦適法に言渡されたものというべきである。又公判調書に裁判長及

び裁判所書記の署名捺印が存したか否かは現在公判調書が紛失しているのでこれを

知るに由ないけれども、公判調書に右署名捺印を必要とするのは公判調書に記載さ

れた公判廷における出来事がその記載のとおり発生し又は行われたことを認証する

ためであるから、前記の如く公判期日における訴訟手続がすべて適法に行われたも

のと認められる本件においては、その公判調書に裁判長、裁判所書記の署名捺印が

存したか否かはもはや問うところではない。よつて論旨第二点及び第三点は採用で

きない。

　次に、前認定の如く原判決謄本が挙示する証拠は何れも現実に存在し適法な証拠

調を経て原判決事実認定の資料に供されたものというべく、（昭和二三年一二月四

日附城崎北地区警察署勤務司法警察官Ｌ外九名名義の被疑者Ｃ其の他に対する逮捕

手続書は、残存の本件記録中にその原本が現に存在することは論旨も認めるところ
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である。）　又被告人は公訴事実を争わなかつたので、弁護人は弁論として情状論

のみを陳述したこと前認定のとおりであるから、原判決がその挙示した証拠により

被告人の犯罪事実を認定したのは正当で、原判決には証拠に基かずに事実を認定し

たとか又は証拠と認定事実との間にくいちがいがあるという違法もなかつたものと

いうべきである。してみれば原審公判廷でどんな証拠が取調べられたのか又原判決

の挙示する証拠には如何なる記載があつたか知り得ないから、原判決は適法な証拠

によらないで有罪の言渡をしたものであるとのことを前提とする論旨第一点及び論

旨第四点は共に理由がない。

　よつて旧刑訴四四六条に則り主文のとおり判決する。

　この判決は裁判官の一致した意見である。

　検察官　安平政吉関与

　　昭和二八年四月二八日

　　　　　最高裁判所大法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　田　　　中　　　耕　太　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　霜　　　山　　　精　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　井　　　上　　　　　　　登

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　栗　　　山　　　　　　　茂

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　真　　　野　　　　　　　毅

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　小　　　谷　　　勝　　　重

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　島　　　　　　　　　　　保

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　斎　　　藤　　　悠　　　輔

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　藤　　　田　　　八　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　岩　　　松　　　三　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　河　　　村　　　又　　　介
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　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　谷　　　村　　　唯　一　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　小　　　林　　　俊　　　三

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　本　　　村　　　善　太　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　入　　　江　　　俊　　　郎
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